
 
 
 

厚生労働省では、12 月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、

集中的な広報・啓発活動を実施しています。また同省では、ポータルサイト「あかるい職場応援団」（https://www.no-

harassment.mhlw.go.jp/）において、ハラスメント防止対策の取組の参考となるパンフレットや研修動画などを

提供しています。本記事では、「職場のハラスメント対策リーフレット」の内容をご紹介します。 

 

■職場のハラスメント対策リーフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【労務】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 
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参照ホームページ ［  厚生労働省  ］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html

